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○委員長（井上宜久） 

 次に認定第５号 決算認定について（給食事業特別会計）を議題とします。細部

説明を担当課長に求めます。 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（井上 新） 

 認定第５号 決算認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平

成２４年度開成町給食事業特別会計歳入歳出決算は、別冊のとおりにつき、監査委

員の意見をつけて認定を求めます。 

 平成２５年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

 それでは、本紙２４７ページをお開きください。給食事業特別会計歳入歳出決算

総額、歳入、歳入予算現額８，４５７万４，０００円、歳入決算額８，２６６万６，

９５５円、歳出、歳出予算現額８，４５７万４，０００円、歳出決算額８，１８７

万３，６６８円、歳入歳出差引額７９万３，２８７円、うち基金繰入額ゼロ円でご

ざいます。 

 １ページおめくりいただきまして、２４８、２４９になります。歳入のほうは１

款諸収入、２款繰越金となっております。歳入合計といたしまして、予算現額８，

４５７万４，０００円、調定額８，２６６万６，９５５円、収入済額８，２６６万

６，９５５円、不納欠損額ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比

較１９０万７，０４５円の減でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、歳出でございます。歳出は１款給食事業費、２款

予備費となってございます。歳出合計といたしまして、予算現額８，４５７万４，

０００円、支出済額８，１８７万３，６６８円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額２７

０万３３２円、予算現額と支出済額との比較２７０万３３２円でございます。  

 続きまして、附属資料、ページにいたしますと３４４ページになります。３４４

ページで説明させていただきますけれども、平成２３年度と２４年度を比べまして、

歳入で０．２％、歳出で０．１％の増となってございます。 

 学校別給食費と年間給食実施回数のところでございますけれども、給食月額につ

きましては、特に改定はございません。小学校が３，９００円、中学校が４，４０

０円、幼稚園につきましては、園児が２，８００円、教職員が３，０００円、１食

当たりの単価ですけれども、小学校子ども、大人ともに２４０円、中学校は、大人、

子どもともに２８０円、幼稚園につきましては、子どもが２１５円、大人が２３０

円となってございます。 

 給食実施回数につきましては、小学校が１８６回、中学校は１７０回、幼稚園が

１４９回でございます。 

 在籍の子どもの数でございますけれども、平成２４年５月１日現在の人数でカウ

ントを入れさせていただいていますが、開成小学校が５４１人、開成南小学校が５

５７人、中学校が４８４人、幼稚園が１７８人、計１，７６０名でございます。  
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 続きまして、事項別説明書のほうで説明をさせていただきます。事項別説明書が

７８ページ、７９ページになります。まず、給食事業の歳入でございますけれども、

諸収入の部分で現年度分、開成小、開成南小の分につきましては、児童・教職員・

非常勤職員・試食用の小学校給食納付金の収納を行ってございます。同様に中学校

につきましても、幼稚園につきましても、同様の形で納付金の収納を行っておりま

す。 

 滞納繰越分でございますけれども、これは平成２３年度分の滞納繰越分でござい

ますが、１００％完納してございます。 

 続きまして、雑入の廃食油売却代でございます。こちらにつきましては、平成２

４年度に給食で使用した油の廃食油でございますけれども、こちらを売却を行って

おります。その年間の売却代がこちらのほうに入ってございます。  

 繰越金、前年度繰越金、こちらにつきましては、前年度からの繰越金となってお

ります。 

 １枚おめくりいただきまして、歳出のほうになります。給食事業費、給食材料費、

給食材料費、まず、開成小学校、開成南小学校、給食材料費でございます。こちら

のほうも児童・教職員・非常勤職員・試食用の小学校の給食材料を購入させていた

だいております。中学校給食材料費につきましても、生徒・教職員・非常勤職員・

試食用の中学校の給食材料を購入させていただいております。幼稚園給食材料費に

つきましても、幼児・教職員・非常勤職員・試食用の幼稚園の給食材料を購入させ

ていただいております。 

 また、本紙の２５８ページにお戻りください。平成２４年度開成町給食事業特別

会計歳入歳出決算実質収支に関する調書でございます。 

 １、歳入総額８，２６６万７，０００円、歳出総額８，１８７万４，０００円、

３、歳入歳出差引額７９万３，０００円、４、翌年度へ繰り越すべき財源の１から

３までにつきましては、いずれもゼロ円でございます。５、実質収支額７９万３，

０００円、６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入

額はゼロ円でございます。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（井上宜久） 

 以上で認定第５号 決算認定について（給食事業特別会計）の説明が終了いたし

ました。 

  


